
議案第１９号 

訴えの提起について 

 次の者を相手として、町営住宅家賃（賠償金を含む）の滞納に伴う住宅の家

賃（賠償金を含む）の支払いに関し、訴えを佐賀地方裁判所に提起し、又は和

解するため、次のように議会の議決を求める。 

１．相手方 

 略

２．事件の内容 

上記の者は、町営住宅の家賃を長期にわたり滞納しており、再三にわ

たる催告にもかかわらず、これを支払わなかったため、支払いを求める

もの 

３．請求の趣旨 

  被告に対し滞納した家賃の支払いを求めるもの 

  被告に対し訴訟費用の負担を求めるもの 

４．訴訟遂行の方針 

(１)上記の者から滞納した家賃を完納する申し入れがあり、かつ、その

履行が見込まれる場合は、和解するものとする。 

(２)第 1 審又は第 2 審の判決の結果必要と認めた場合は上訴するものと

する。 

令和 ５年 ３月 ２日提出 

 みやき町長  岡  毅 

提案理由 

  訴えの提起については、地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 96 条第

１項第 12 号の規定により、議会の議決を求めるものである。 



訴  状

令和 年 月 日

佐賀地方裁判所 御中

原告訴訟代理人

弁  護  士  安 永 宏

弁  護  士  安 永 恵 子

弁  護  士  安 永 治 郎

弁  護  士  藤 崎 純 一

弁  護  士  森 公 照

賃料請求事件

訴訟物の価額 ３９０万３３００円

貼用印紙代  ２万５０００円

当事者の表示 別紙当事者目録記載のとおり

第１ 請求の趣旨

１ 被告は，原告に対し，３９０万３３００円及び内金３１３万４９

００円に対する令和４年１２月２２日から年５パーセントの割合に

よる金員を、内金７６万８４００円に対する令和４年１２月２２日

から年３パーセントの割合による金員を支払え
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２ 訴訟費用は被告の負担とする

との判決ならびに仮執行の宣言を求める。

第２ 請求の原因

１ 当事者

（１）原告

原告は、地方自治体であり、平成１７年３月１日に、旧中原町、

旧北茂安町、旧三根町と合併し、原告みやき町となった。本件にお

ける賃貸借契約の締結時の当事者は旧中原町であるが、以下、旧中

原町についても「原告」と表記する。

（２）被告

 被告は、原告より町営住宅を借り受けていた者であり、令和３年

１１月に退去した。

２ 本件賃貸借契約

（１）旧中原町は，平成１４年４月１日，被告に対し，旧中原町町営

住宅設置及び管理条例（甲１）の定めにより，以下の内容で本件建

物を賃貸した（以下，「本件賃貸借契約」という。）（甲２）。

ア 対象物件  第２北浦団地Ｄ棟１６戸のうちの１戸（３４号室） 

イ 契約期間  平成１６年９月２４日から平成１７年３月３１日

まで

ウ 家賃（甲３）平成２２年４月から２万２８００円

平成２６年４月から６万２８００円

平成２７年４月から６万６８００円

平成２８年２月から２万２７００円

平成２８年４月から２万２６００円
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平成２９年４月から２万２５００円

平成３０年４月から６万６２００円

平成３０年７月から２万２４００円

平成３１年４月から２万２３００円

令和２年４月から６万７６００円

令和２年１２月から２万２２００円

令和３年４月から２万２１００円

ウ 支払期日 毎月月末

（２）原告は，上記同日，本件賃貸借契約に基づき，本件建物を被告

に引渡し，被告はこれに入居した。

３ 家賃滞納及び解除

（１）被告は入居以降、度々家賃の支払を滞らせており、令和３年１

０月２５日に、同年１１月１５日に退去する旨の原告に退去届を提

出し、賃貸借契約は解除された（甲４）。

（２）被告の未払家賃は，被告が退去した令和３年１１月１５日の時

点で３９０万３３００円となった（甲５）。

（３） 原告は，令和４年１２月７日，被告に対して，上記未払家賃

を令和４年１２月２１日までに支払うよう求めたが、被告から期日

までの支払はなかった（甲６）。

５ よって，原告は，被告に対し，

（１）本件賃貸借契約に基づき，平成２３年７月分から令和３年１１

月分までの未納家賃合計金３９０万３３００円の支払い及び、（２）

上記未納家賃のうち、平成２３年７月分から令和２年３月分ま

での合計金３１３万４９００円に対する令和４年１２月２２日か

ら年５パーセントの割合による金員の支払いを、令和２年４月分か

ら令和３年１１月分までの合計金７６万８４００円に対する令和
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４年１２月２２日から年３パーセントの割合による金員の支払い

を求める。

付  属  書  類

１ 訴状副本

２ 甲号証（写し）

３ 訴訟委任状

以  上
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当 事 者 目 録

〒８４９－０１１３ 佐賀県三養基郡みやき町大字東尾７３７－５

原        告  み や き 町

上 記 代 表 者 町 長  岡 毅

〒８４０－０８３１ 佐賀市松原１丁目４番２８号

弁護士法人安永法律事務所（送達場所）

上記訴訟代理人弁護士  安 永 宏

同 上  安 永 恵 子

同 上  安 永 治 郎

同 上  藤 崎 純 一

同 上  森 公 照

電  話 ０９５２－２３－２４６５

F A X ０９５２－２２－７７２６

略 略

被        告  略
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